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第 1 部

食料・農業・農村の動向



1

はじめに

はじめに

我が国の食料供給は、輸入に大きく依存することで成り立っているため、海外の影響を極

めて受けやすい構造となっている。2007年度はそのことを改めて認識する年となった。一つ

には、食料の需給をめぐる世界の情勢にかつてない変化が生じているなかで、穀物や大豆の

国際価格が過去最高水準にまで高騰し、国内の食料品価格や原料調達に大きな影響を与える

とともに、畜産経営に大きな打撃を与えたことである。また、食品に対する消費者の信頼を

揺るがす事件も発生した。

一方、食料供給の基本となるべき国内農業が直面している最大の課題は、生産構造のぜい

弱化が進んでいる米、麦、大豆等の土地利用型農業の体質を強化すること等を通じて、国内

生産の増大を図り、将来にわたり食料を安定供給できる農業構造を構築することである。特

に、米については需給調整の実効性を確保し、水田農業の維持・発展を図る必要がある。

このような土地利用型農業に関しては、2007年４月から新たな経営所得安定対策が導入さ

れたが、生産現場から要望や不満等様々な意見が出されたため、制度の基本は維持しつつ、

市町村特認制度の創設等地域の実態に即した見直しが行われた。また、米については、米価

の大幅下落という状況に対応するための緊急対策が講じられるとともに、米価安定に向けて

生産調整の進め方の見直しが行われた。

他方、農林水産物・食品の輸出額は、2007年に４千億円を大きく超え、2013年までに１兆

円規模にするという目標に向けて順調に増加している。また、地球温暖化の進展等に対応し

て、循環型社会を形成するとともに、農林水産業の新たな領域を開拓していく観点から、農

村の資源を有効に活用してバイオマスの利活用を促進する動きが拡大してきている。

さらに、食料・農業・農村施策の展開に大きな影響を及ぼすWTO農業交渉や豪州をはじ

めとするEPA/FTA交渉が、まさに正念場を迎えている。

経済社会のグローバル化が進展するとともに、少子・高齢化、人口減少社会が到来するな

ど経済社会構造が大きく変化しているなか、とりわけ農村を中心とする地方の再生が重要な

課題となっているが、農業や農村が有する潜在能力を最大限に引き出し、国民生活を一層豊

かなものとする観点から、農林水産業と商工業等との産業間での連携、いわゆる「農商工連

携」の促進等による地域経済活性化のための取組が推進されている。

本報告書は、こうした最近の動きを踏まえ、食料・農業・農村の動向や主要施策の取組状

況について、国民的関心と理解が深まることをねらいとして作成した。

その構成としては、冒頭に、「食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発」、「原油価

格や穀物・大豆価格の高騰とその影響」、「４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出」

をはじめ、この１年の特徴的な動きを「トピックス」として取り上げた。そのうえで、本編

では、第Ⅰ章を特集章として、「農業の体質強化と農村地域の活性化」と「地球環境対策と

農村資源の保全・活用」の２つのテーマを取り上げた。また、第Ⅱ章では、「食料」、「農業」、

「農村」ごとに主な動向について簡潔に記述した。
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食料、農業及び農村に関する主な施策
食料･農業･農村をめぐる現状

農業構造のぜい弱化

水田・畑作の規模拡大の遅れ

海外における日本食ブーム

地球温暖化の進行

農山漁村の活力低下

深刻化、広域化する鳥獣被害

国際的な食料事情の変化

食料自給率の低下

食品の安全に関する国民の高い関心

食料

食料の安定供給の確保

農業

農業の持続的発展 農村の振興

農政改革三対策

農村

農業・農村がもつ潜在能力を最大限に発揮させ、
地域を活性化し、豊かで安定した国民生活を実現する

●WTO農業交渉、EPA/FTA交渉
－「多様な農業の共存」を基本理念として、食料安全保障や国内農業の構造改革の進捗状況にも留意

●生物多様性の保全
－生物多様性をより重視した
　農業の推進

●地球温暖化への対応
－温暖化防止策、適応策、国
　際協力の推進

●バイオマスの利活用
－食料と競合しない稲わら等
　を利用した国産バイオ燃料
　の生産拡大

●経営・所得の安定
－小規模・高齢農家も含めて
地域農業の担い手を確保し、
土地利用型農業の体質を強
化

●需要に応じた米生産の推進
－生産調整の確実な実施、麦、
大豆、飼料作物、非主食用
米の生産の拡大・定着

●農地政策の見直し
－優良農地の確保と農地の 
効率的利用の促進

●農林水産物・食品の輸出促進
－2013年までに輸出額を1兆
円規模とするとの目標達成
に向け、官民の関係者の協
力を得て、「総合的な輸出
戦略」を総合的に推進

●知的財産の戦略的な創造、保
護、活用及び新技術の開発・
普及の推進
－農業の潜在的な力の発揮
●農業生産の基盤の整備
－良好な営農条件を備えた農
地・農業用水を確保するた
めの基盤の整備を実施

●地域資源・環境の保全
－農地・農業用水等の資源を
保全する取組と環境負荷を
低減する営農を支援

●農山漁村の活性化
－地域のリーダーとなる人材
の育成、農商工連携の強化、
都市と農村の共生・対流の
促進

●野生鳥獣被害の防止
－市町村等の計画に基づく取
組に対する総合的な支援

●食料自給率の向上
－食料自給率目標の達成に向
け、生産と消費の両面から
戦略的取組

●食の安全と消費者の信頼の確
保
－生産から食卓まで的確な工
程管理の実施、食品関連事
業者の法令遵守の徹底

●食育の推進
－食や農への理解の増進

●地産地消の推進
－生産者と消費者の「顔が見
え、話ができる」関係の構
築



トピックス

１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

５　農業・農村地域の活性化を目指して

―この１年の特徴的な動き―
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１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

2007年12月から翌年１月にかけ、食品による薬物中毒事案が発生し、消費者の間に食品の

安全性に関する不安が高まりました。このような事案の再発を防止するためには、原因の究

明が必要ですが、それを待たなくても取り組むべきことも多いと考えられます。このため、

①情報の集約・一元化体制の強化、②緊急時の速報体制の強化、③輸入加工食品の安全確保

策の強化といった政策を政府一体となって速やかに実施することが、関係閣僚の申合せによ

り決定されました。今後、事態の推移に応じて、新たな再発防止策の必要性について検討す

ることとされています。

一方、2007年には、食品事業者による不適正な表示や製造といった消費者の信頼を揺るが

す事件が相次いで発生しました。食品の自主回収件数も前年の３倍以上に増加しています。

このようななか、食品に対する消費者の信頼を確保することが急務となっており、まず、

何よりも食品企業のコンプライアンス（法令の遵守及び倫理の保持等）の徹底を図る必要が

あります。特に、業界団体や個別企業の経営者・監査役の高い意識と主体的な対応が求めら

れているため、「食品産業トップセミナー」の開催を通じて消費者重視の経営が行われるよ

う、経営者の意識向上が図られています。また、食品産業の多くを占める中小食品事業者は

ノウハウ・人材の点でコンプライアンスへの対応が困難な面があることから、主にこうした

中小食品事業者を対象としたコンプライアンスの取組の道しるべとして、「『食品業界の信頼

性向上自主行動計画』策定の手引き～５つの基本原則～」が策定されています。

このほか、食品産業においては、危害防止のために特に重点的に管理すべきポイント（重

要管理点）を常時監視・記録する工程管理手法であるHACCP
ハ サ ッ プ

（危害分析・重要管理点）手

法の導入や食品の流通経路情報を活用して食品を追跡・遡及できるトレーサビリティの普及

を図ることも重要です。

食品事業者においては、取り扱う商品が消費者の生命・健康にかかわるものであり、健康

被害を引き起こさなくても、表示偽装等の行為は消費者の信頼を損なう重大な行為であるこ

とをしっかりと認識して、コンプライアンスの確立に取り組むことが必要です。また、コン

プライアンスの確立に向けて、企業行動規範や事故対応マニュアルの整備、専門部署の設置

を行うなどの取組が重要です。

食の安全に不安を与える事件の発生

コンプライアンスの徹底に向けた取組が求められている

資料：農林水産省調べ

企業行政措置

M社

I社

A社

H社

S社

9月

11月

10月

事件の概要

・原材料の虚偽表示、意図的な異種原材料の混
入、賞味期限の改ざん、産地偽装　等
・上記の行為を不正と認識したうえで、社長の
指示により常態的に実施

・製品の賞味期限の改ざん、自主検査で製品か
ら大腸菌群等が検出されたが、公表せず回収

・製品の解凍・再包装、製造年月日・消費期限
の改ざん、原材料の不適正表示　等

・商品の原材料を虚偽表示して販売

・製品の消費期限等の改ざん、原材料の原産地
の偽装　等

2007年
8月

213

302
237

756

2004年 05 06 07

件

資料：（独）農林水産消費安全技術センター調べ

0

200

400

600

800

最近の主な消費者の信頼を揺るがす事件 食品自主回収件数の推移
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１　食に対する消費者の信頼を揺るがす事件の頻発

適正でわかりやすい食品表示の実現のための取組を推進

他方、食品に対する消費者の信頼を確保するためには、適正でわかりやすい食品表示にす

ることが必要です。食品等の表示に関係する法律は「農林物資の規格化及び品質表示の適正

化に関する法律」（JAS法）や「食品衛生法」等複数ありますが、例えば、JAS法は消費者

の選択に役立てるという観点から適正な表示を義務付けており、行政と消費者が一体となっ

た監視・指導が行われています。具体的には、行政による日常的な小売店舗等の巡回に加え、

食品表示110番への情報提供に基づく必要な調査等により、表示の根拠を確認するなど、徹

底した監視・指導が実施されています。また、行政の監視活動への協力として消費者に委嘱

されている食品表示ウォッチャー制度等により、情報の収集を行っています。

さらに、犯罪性が高いなどJAS法の適用範囲にとどまらない事案については、事柄の性質

に応じて警察等と連携をとりながら対応することとされています。

政府は、食品偽装事件が全国的に相次いでいること等を受け、2007年12月に「生活安心プ

ロジェクト　緊急に講ずる具体的な施策」を決定しました。このなかで、食品不正表示の監

視取締体制の強化のため「食品表示特別Gメン」を新設し、広域・重大案件に対して機動的

に調査を行うこととしたほか、JAS法の品質表示基準の適用を業者間取引に拡大することと

しました。また、食品表示に関連する機関の連携を強化するため、関係都道府県の機関と国

の出先機関との間で「食品表示監視協議会」が設置されます。さらに、関係府省＊１の間で

「食品表示連絡会議」を設置し、関連情報の共有を進めるなど、安心できる生活環境の実現

を目指し、適正でわかりやすい食品表示が行われるための取組が推進されています。

一方、最近、加工食品の原料原産地について、消費者から高い関心が寄せられていること

を踏まえ、食品事業者による自主的な情報提供をより一層推奨することとされています。

【P112～117参照】
＊１　内閣府、公正取引委員会、警察庁、厚生労働省、農林水産省

消費期限は、その期限を過ぎたら食べない方が良いもので
す。これに対して、賞味期限は、おいしく食べることができ
る期限で、この期限を過ぎても、すぐに食べられないという
ことではありません。
また、これらの期限は、事業者が科学的、合理的根拠をも
って設定しています。表示されている期限は、未開封のとき
の期限です。一度開封した食品は、表示されている期限にか
かわらず、早めに食べましょう。期限表示の意味を正しく理
解して、食品の保存や調理を適切に行うことにより、無駄な
廃棄を少なくすることが大切です。

缶詰、即席めん等
劣化が比較的遅い
ものには賞味期限
が表示されます。

調理パン、生菓子等
劣化が早いものには
消費期限が表示され
ます。

「消費期限」と「賞味期限」

関係機関が連携するほか、食品事業者による自主的な加工食品の原料原産地表示を推奨

加工食品の原料原産地表示の推奨

資料：農林水産省作成

食品事業者による自主的な情報提供を
より一層推奨するための取組

食品事業者が自主的に
加工食品の原料原産地
表示をする場合の手引
きの作成

相談窓口の設置

事業者表彰の実施

優良事例集の配布

消費者の商品選択に資するため、加工食品の原料原産地
について、食品事業者から積極的に情報提供を行い、消
費者と食品事業者の間の良好な信頼関係を構築すること
が極めて重要

最近、食品事業者の自主的な情報提供が行われているな
か、こうした情報が混乱を招くことなく円滑に伝達され
ることが大切
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２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

食料の需給をめぐる世界の情勢に、かつてない変化が起こっています。

需要面では、中国等の開発途上国を中心とした人口増加に加えて、所得の向上により、畜産物・油

脂類の消費が拡大することに伴い、とうもろこし等の飼料となる穀物や、油糧原料となる大豆や

なたね等の需要が増加しています。また、近年の原油価格の高騰と国際的な環境への関心の

高まりのなかで、石油代替燃料としてバイオ燃料の生産が拡大することに伴い、原料となるとう

もろこしや大豆等の需要が世界的に増加し、食料需要との競合が起こっています。とうもろこし

の最大輸出国である米国では、バイオエタノールに対する需要が増加し、原料となるとうもろこ

しの作付けが増加する一方、大豆の作付けが減少し、大豆需給にも影響を及ぼしています。

こうしたなかで、供給面では、豪州の２年連続の干ばつによる小麦の減産等、食料需要の

増加に農業生産が的確に追いつけない状況となっています。このため、国際的な食料需給は

近年ひっ迫する傾向で推移し、世界の穀物の在庫は極めて低水準となり、穀物・大豆の国際

価格は過去最高の水準にまで高騰しています。

このほかにも、ロシアや中国をはじめ一部の食料輸出国では、自国内への食料供給を優先

して、農産物の輸出規制を実施したり、穀物・大豆の市場では、投資や投機的マネーが流入

するなどの動きがみられたり、国際価格の高騰に拍車をかけています。

このような食料需給をめぐる世界情勢の大きな変化は、一時的なものにとどまらないと予測

されています。需要面では、開発途上国を中心とした人口の増加により食料需要のさらなる増

加が見込まれています。また、バイオ燃料についても世界全体の需要量が2030年には現在

（2004年）の６倍になると予測され＊１、非食用需要を含めた穀物・大豆需要が一層増加する

と見込まれています。一方、供給面では、地球温暖化の進展や水資源の不足等が農業生産に

影響を及ぼすと見込まれており、世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性があります。

また、穀物・大豆の国際価格についても、今後、高水準で推移するという指摘もあります＊２。

＊１　国際エネルギー機関（IEA）
＊２ OECD-FAO「Agricultural Outlook 2007-2016」

食料需要とエネルギー原料需要との競合が大きな問題に

世界の食料需給は中長期的にひっ迫する可能性

米
国
・
カ
ナ
ダ
・
豪
州

　
　
　
　
　
　
同
時
不
作

米
国
ハ
リ
ケ
ー
ン

豪
州
大
干
ば
つ

米
国
高
温
乾
燥

中
国
輸
入
急
増

小麦

資料：ロイター・ES＝時事
　注：1）シカゴ商品取引所（CBOT）の毎月最終金曜日の期近価格。米は、タイ国家貿易取引委員会の第1水曜日のタイうるち精米、砕米混入率10％未満
 のFOB価格
　　　2）1ブッシェルは、大豆・小麦は27.2155kg、とうもろこしは25.4012kg

大豆 米（右目盛）

12.0

8.0

4.0

16.0

20.0 900

600

300

0

0
2000年 01 02 03 04 05 06 07 08

ドル/ブッシェル ドル/ t
豪
州
大
干
ば
つ

とうもろこし

米

大豆

小麦

とうも
ろこし

875ドル/ t
過去最高更新
08年4月23日

13.3ドル/bu
過去最高
15.45ドル
08年3月3日

8.0ドル/bu
過去最高
12.80ドル
08年2月27日

5.8ドル/bu
過去最高
6.06ドル

08年4月15日

（2008年 4月25日現在）

穀物・大豆の価格の推移
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２　原油価格や穀物・大豆価格の高騰とその影響

穀物・大豆の国際価格の高騰が、国民生活に様々な影響

穀物・大豆価格の高騰に加えて、原油価格の高騰等により海上輸送運賃や包装資材価格が

上昇しています。このため、食料の６割を輸入に依存する我が国においても食料品価格の値

上げや国内農業のコスト上昇の形で様々な影響を及ぼしています。食料品については、パン、

即席麺、マヨネーズ等の小売価格の値上げが相次いで表明されています。また、国内農業に

ついては、主に輸入とうもろこしから製造される飼料の価格が高騰し、畜産経営に大きな打

撃を与えています。さらに、生産資材価格も上昇し、大量の燃料や資材を使用する野菜・果

実等の施設園芸（ハウス栽培）においても生産費の上昇等大きな打撃を受けています。

原油価格の上昇については、施設園芸の省エネ化に対する支援をはじめ、金融面での措置

等の対策が講じられています。また、飼料価格高騰に対しては、配合飼料価格安定制度によ

る補てんのほか、畜産・酪農農家の経営に対する緊急支援対策が行われています。

これまでみたような食料をめぐる現状を踏まえると、我が国の食料供給は、輸入に大きく

依存することで成り立っているため、海外の影響を極めて受けやすい構造であることを改め

て認識する必要があります。その一方で、食生活の乱れや大量の食料廃棄の問題が生じてお

り、また、世界では８億人以上の人々が飢餓に苦しんでいるといった事実にも目を向ける必

要があります。

今後とも、食料の安定供給を確保していくためには、国内生産の増大を基本として、これ

と輸入、備蓄とを適切に組み合わせていくことが必要です。このような方針のもと、国や地

方公共団体だけでなく、農業者、食品産業事業者、消費者がそれぞれ、食料をめぐる様々な

問題を自分自身の問題として共有したうえで、限られた国内農地を有効に活用して、国内農

産物の生産をふやしていくことが重要です。さらに、これを食品産業や消費者が積極的に利

用するなど、食料の生産・消費両面にわたる課題に、一体的に取り組む必要があります。

【P76参照】

国民全体で食料問題の認識を共有し、諸課題に一体的に取り組むことが必要

輸入小麦
売渡価格
30％引上げ

（2008年4月）

チョコレート
約12％値上げ
（2008年3月）

ソーセージ
約10％値上げ
（2007年9月）

即席麺
約10％値上げ
（2008年1月）

食パン・菓子パン
約10％値上げ
（2007年12月）

しょうゆ
約11％値上げ
（2008年4月）

マヨネーズ
約10％値上げ
（2007年6月）

食用油
約27％値上げ
（2007年10月）

資料：農林水産省作成
　注：飼料用小麦の需要増加（2007年5月米国農務省予測）は、小麦価格の高騰を受けて減少に修正（08年2月）

途上国の経済発展等を受けた
穀物・大豆需給のタイト化

粗糖
（さとうきび）
価格の上昇

砂糖
清涼飲料
菓子類

畜産物
（食肉、鶏卵、
乳製品等）

パン
麺類等

みそ
しょうゆ
豆腐等

マヨネーズ
食用油

とうもろこし
価格の上昇

大豆価格
の上昇

小麦価格
の上昇

なたね価格
の上昇

原油価格の高騰等を背景とした
バイオ燃料の需要増加

バイオエタノール バイオディーゼル

（米国）
作付転換

配合飼料
価格の上昇

コーンスターチ、　
異性化糖価格の上昇

（米国）
飼料用小麦の
需要増加＊注

（豪州）
2年連続の
大干ばつ

植物油価格の上昇

穀物・大豆の国際価格の高騰等が食料事情に及ぼす変化
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３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

2007年度は、「平成19年（2007年）新潟県中越沖地震」や台風の上陸、大雨等の気象災害
により、農林水産関係では1,925億円の被害が発生しました。これは過去５か年（2002～06
年）平均の農林水産関係被害額（約4,661億円）の４割程度でした＊１。農業関係の被害額は
903億円で、このうち台風第４号等の影響を強く受けた早期米地帯での乳白米の登熟障害の
多発をはじめとする農作物の被害が287億円、地震や台風による農地法面の崩壊や農業用水
路の損壊といった被害が616億円となっています。

2007年は３月に発生した「平成19年（2007年）能登半島地震」に続き、同年７月には同じ
北陸地方の新潟県中越地方が最大震度６強を記録する大地震に襲われ、死者15人、負傷者
2,345人の大きな人的被害を受けました。また、ガス・水道・電気をはじめとするライフラ
インや道路・鉄道といった交通基盤の損壊により、日常生活に大きな支障が生じました。
さらに、柏崎刈羽原子力発電所における変圧器の延焼や関連設備の損壊等の被害により、

住民に大きな不安を与えるとともに、一部原子炉の停止により、その後の夏期の電力供給に
影響を与えました。地震による経済損失は１兆3,300億円と試算され、2007年の自然災害で
は世界最大規模といわれています＊２。
一方、農林水産関係全体の被害額は214億円に上り、能登半島地震の被害額を上回っていま

す。農地や農業用水路、集落排水施設等の損壊が７割を占める大きな被害が発生しました。

＊１ 農林水産省調べ
＊２ 国連国際防災戦略（UN/ISDR）により提供された、EM-DAT：The OFDA/CRED International Disaster
Database － www.emdat.be, Université Catholique de Louvain, Brussels（Belgium）による試算
なお､１ドル=106.63円で換算（東京市場インターバンク相場スポットレートの2008年１月より算出）した。

2007年度の自然災害による農林水産関係被害額は1,925億円

農地や農業用施設に大きな被害を与えた新潟県中越沖地震

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
億円

資料：農林水産省調べ（2008年4月18日現在、継続調査中）
　注：台風第4号及び大雨とは、日本付近に停滞した梅雨前線と台風第4号の影響による大雨のことであり、東北地方の大雨とは、秋雨前線と台風第11号
　　から変わった低気圧の影響で9月15日夜から18日にかけて降雨が続いた大雨のこと

53

26

93 49

23 3

53 63 76

農林水産関係
の被害額

被害額のうち
農業関係

214

新潟県中越沖地震（7/16）

低気圧の
高波等

（2/23～24）
277

台風第4号及び大雨
（6/12～7/17）

600

台風第5号
（8/2～4）
205

台風第9号
（9/5～8）
279

左記以外の
台風・大雨等
247

東北地方の大雨（9/15～18）

1,925

農地、施設等

農作物等

農地、
施設等
163

農作
物等
119

農地、
施設等
182

903

103

農道を封鎖し、水田まで達した土砂崩壊 隆起した農道

2007年度の自然災害による農林水産関係の被害



政府は、地震発生直後、官邸に対策室を設置するとともに、総理出席のもと「平成19年

（2007年）新潟県中越沖地震に係る関係閣僚会合」等を開催し、被災者の救済、災害復旧等

に速やかに取り組みました。農林水産省においても、「新潟県中越沖地震関係局庁連絡会議」

を設置するとともに、北陸農政局と関東農政局に「災害対策本部」を設置し、関係府省とも

連携しつつ、被災者への食料支援体制の確保や被災地の早期復興、農林水産業の再生を目指

し、各種の災害対策が講じられました。

一方、８月には地震による局地的な被害により大きな復旧費用が必要となった新潟県長岡

市ほか１市１町１村を対象に局地激甚災害の指定がなされ、これら農地や農業用施設等の災

害復旧事業に必要な費用の通常の国庫補助のかさ上げ措置が実施されています。

また、農業集落排水施設は、これまで国庫補助率のかさ上げ措置の対象ではありませんで

したが、能登半島地震や新潟県中越沖地震を契機として、地震を原因とした激甚災害に指定

された場合、補助率のかさ上げ措置＊１がなされることになりました。こういったかさ上げ

措置を受けつつ、農地や農業用施設、農業集落排水施設の300か所を超える地区で災害復旧

事業が実施されています。

＊１ 農業集落排水施設では、市町村の標準税収入に関して一定の要件を満たした地域で適用される。なお、農地や農
業用施設では、１戸当たり事業費等に基づきかさ上げ措置が実施されている。

＊２ 米や麦で耕作面積が一定規模以上の者は、農産物共済に当然加入することになっているが、家畜や果樹、畑作物、
園芸施設の各共済では、任意加入となっている。

農業経営のセーフティネットとしての農業共済制度
自然災害の発生は、特に農業所得への依存度の高い農家の経営にとって大きな不安定要因となります。こ

のため、農業災害補償制度により、災害によって生じた経済的損失を補てんし、被災農家の経営安定が図ら
れています。具体的には、農家の拠出と国の負担（共済掛金の半分程度）により、個々の農家に生じた損害
（農作物の収量の減収等）に応じて共済金が支払われます。
この制度は基本的にすべての農家が加入できますが＊２、より加入しやすいように、例えば選果場単位で

果樹共済に加入できるようにするなど、制度の改善が行われています。2007年度より導入された新たな経
営所得安定対策とともに、引き続き、農業経営のセーフティネットとしての役割が一層期待されています。

9

３　新潟県中越沖地震等による被害の発生

地震発生後、局地激甚災害の指定を含め、迅速に対応

資料：内閣府資料を基に農林水産省で作成

災害
発生

農
地
等
の
被
害

農地、農業用施設、
林道、農林水産業
共同利用施設

　  ＜災害復旧国庫補助事業＞　
○8割程度の補助
（共同利用施設はおおむね2割）

激甚災害
指定

国庫補助率の
かさ上げ措置

減収量

資料：農林水産省作成
基準収穫量

当該年産の収穫量 共済金の
支払対象部分

非補てん部分
基準収穫量×
（1－補償割合
（0.5～0.9））

引受収量＝基準収穫量×補償割合

激甚災害制度の概要（農林水産業関係）

農業共済制度の仕組み



４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

近年、健康的であるなどのイメージやおいしさ、見た目の美しさ

といった理由から日本食が世界的な人気を呼んでいます。また、ア

ジア諸国の経済発展に伴って、富裕層が増加していることもあり、

優れた品質をもつ我が国の農林水産物・食品は、海外からも高い評

価を得ています。

こうしたことを背景として、我が国の農林水産物・食品の輸出は

近年大幅に増加してきており、2007年の輸出額は前年より16％増加

して4,337億円と、４千億円を大きく超えました。３年前の2004年

と比べると1.5倍と大きく伸びています。

台湾で大玉のりんごが高級贈答品として好評を得ており、また、

欧米等で緑茶がブームとなっているほか、長いもが薬膳料理の食材

として台湾、米国へ出荷されるなど、アジアや米国を中心に世界各

地に向けて農林水産物・食品が輸出されています。

我が国の農業総産出額は減少傾向で推移しており、また、少子・高齢化の進展により人口

が減少局面に入っているなか、国内市場の規模の縮小が懸念されており、新たな市場の開拓

が重要となっています。

このため、農林水産業・食品産業が21世紀にふさわしい産業として成長することを目指し、

我が国の農林水産物・食品は国内消費向けであるとの固定観念を打破し、海外に新たな市場

を求めることが重要となっています。

政府は「21世紀新農政2006」で掲げられた2004年からの５年間で農林水産物・食品の輸出

額を倍増すること、さらに「21世紀新農政2007」で新たに示された2013年に輸出額を１兆円

規模とすることを目標として、その実現に向けた取組を進めています。

具体的には「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」に沿って、検疫協議の加速化

等の輸出環境の整備、輸出ビジネスモデル戦略の検討・整備等の品目別の戦略的な輸出促進

といった取組が関係者と一体となって行われています。
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アジアや米国を中心に急増する輸出

2013年には１兆円規模を目標

億円

資料：財務省「貿易統計」を基に農林水産省で作成
　注：農産物はアルコール飲料、たばこを、水産物は真珠を除いた額で、加工食品は原材料に応じて農産物または水産物に分類

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2002年 03 04 05 06 09 1307

2004年より47％増

2,759 2,789 2,954 3,310
3,739

4,337

6,000億円

1兆円規模

輸出促進ロゴマーク

農林水産物・食品の輸出額の推移と輸出拡大目標



農林水産物・食品の輸出促進についてはこれまで、海外において展示・商談会や常設店舗

の設置といった支援が行われ、好評を得てきました。2007年からは、国内で輸出に先駆けて

取り組んでいる者や、国内外のバイヤーを対象とする「輸出オ

リエンテーションの会」、活きた輸出情報や日本産の農林水産

物・食品の魅力の売り込み情報等を交換するセミナー、国内外

のバイヤーとの展示・商談会、試食等による輸出産品発掘会が

開催されています。これらの取組に対しては、参加した農林漁

業者やバイヤー等からも高い評価を得ており、さらなる輸出規

模の拡大につながることが期待されています。

日本食のショールームでもある海外日本食レストランの信頼度を高め、日本食の普及を通

じて日本食材の輸出促進を図るため､2007年７月に民間有志により、特定非営利活動法人

（NPO法人＊１）「日本食レストラン海外普及推進機構（JRO）」が設立されました。JROは、

台北、上海、バンコク、ロンドン等において、支部となる日本食レストランの関係者からな

るネットワークを築いています。

JROは、各地域において、個々の日本食レストランがかかえる課題をともに解決するため、

日本食レストランに関する情報を発信する普及啓発活動や、料理人の調理技術・衛生知識の

向上等を目指す教育研修活動、優良日本食

レストランの推奨活動等のなかから、各地

域の実情に応じて取り組まれる活動に対し

て支援を行っていくこととしています。

こうした活動によって、世界で日本食レ

ストランがふえ、より多くの人が日本食を

楽しみ、日本食・食材の海外市場の開拓に

寄与することが期待されています。 【P136参照】

＊１ ［用語の解説］を参照 11

４　４千億円を大きく超えた農林水産物・食品の輸出

全国で開催される輸出オリエンテーション

海外日本食レストラン等の推奨を通じた輸出促進

輸出オリエンテーションの会の様子

ロンドン支部での日本食イベント

農林水産物・食品の輸出拡大は、食料自給率の向上につながるのでしょうか。
食料自給率は、私たちの毎日の食生活（食料消費）が国内生産でどの程度賄うことができるかを示す指標

であり、我が国では、供給熱量ベースと生産額ベースの食料自給率が用いられます。
我が国の供給熱量ベースの食料自給率は、2006年度には主に天候不順の影響等による砂糖類、いも類・で

んぷん、みかんをはじめとした農産物の生産量の減少や、米の消費量の減少から、1ポイント減少して39％とな
りました。しかし、そのなかで、食料自給率を押し上げる方向に働いた要因の一つが農林水産物・食品の輸
出です。我が国の農林水産物・食品の輸出が拡大し、それを通じて国内生産が増加すれば、国産供給熱量が
増加することになり、自給率を高めることにつ
ながります。
食料自給率の向上には、米の消費拡大や飼料

自給率の向上をはじめ、消費・生産両面からの
取組が強化されていますが、農林水産物・食品
の輸出も国内生産の増加を通じて、食料自給率
向上に結び付くことが期待されています。 【P88参照】

食料自給率向上にもつながる農林水産物・食品の輸出

＝ ×100
国民1人1日当たり供給熱量（kcal）
国民1人1日当たり国産供給熱量（kcal）供給熱量ベース

の食料自給率

農林水産物・食品の輸出増加
に伴って、国産供給熱量が増加
すれば、食料自給率が向上！
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５　農業・農村地域の活性化を目指して

農業の活性化とともに、活力ある農村を実現するため、効率的な農業経営や地域住民によ

るむらづくり等を行っている先進的事例が多くみられます。

このうち、その内容が優れており、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に

開催される農林水産祭において天皇杯や内閣総理大臣賞が授与されています。2007年度の天

皇杯と内閣総理大臣賞の受賞者の概要を紹介します。

規模拡大や法人化等を通じて効率的経営を実現し、地域の活性化に貢献

経営（水稲・小麦・大豆）

有限会社　福
ふく

江
え

営
えい

農
のう

（代表　後
ご

藤
とう

昌
まさ

宏
ひろ

氏） 岐阜県海
かい

津
づ

市
し農産部門

福江営農は、1992年に設立された役員 4人、社員10人で構成される有
限会社であり、水稲・小麦・大豆の2年 3作体系のなかで、100馬力以上
の大型トラクター等の大型機械を活用した効率的かつ精度の高い作業体系
を確立し、労働時間の大幅な縮減で高収益を実現している。
「地域密着」をキーワードに、耕作放棄地の発生防止等の観

点から、積極的に農地を借り受けながらも高収量を維持してい
るため、毎年農地の集積が進み、経営面積は旧海津町の1割を
占める324haに及んでいる。
経営に取り入れている品種や新技術は、地域の先駆的モデル

として普及が期待されている。また、地域密着型の大規模経営
モデルとして、全国の基盤整備実施地区においても同様の取組
が広まることも期待されている。

2007年度天皇杯受賞者

長野県

岐阜県

海津市
愛知県

福井県

経営（長いも）

帯
おび

広
ひろ

市
し

川
かわ

西
にし

長
なが

いも生
せい

産
さん

組
くみ

合
あい

（代表　伊
い

勢
せ

章
あき

敏
とし

氏） 北海道帯
おび

広
ひろ

市
し園芸部門

長いもの計画生産・販売体制確立による経営改善を図るため、前身とな
る蔬

そ

菜
さい

出荷組合が1971年に設立された。現在、123戸が加入し、作付面積
は2004年産229ha、2005年産が236haと年々増加している。
5年輪作の実践やたい肥等の有機物施用による土づくりを行うなど、良

質な長いも生産に向けた基本技術の励行のほか、厳格な組合規
定による優良種いもの選抜や収穫時期をずらした通年出荷、
1999年からは特大サイズのいもの台湾輸出を行うなど、特色
ある取組を行っている。現在は、帯広市周辺の6町村の長いも
生産者とともに「十勝川西長いも」の広域産地を形成しており、
2005年産の販売額は合計で37億円に達している。同組合は、
今後も品種開発・育成やウイルス抵抗品種の導入を進めるとと
もに、安全性を確保するため、選果施設へのHACCP手法の導
入に向けた取組も進めている。

北海道 
帯広市 
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５　農業・農村地域の活性化を目指して

経営（酪農）

小
お

栗
ぐり

隆
たかし

氏 北海道八
や

雲
くも

町
ちょう畜産部門

1979年に父から農業経営を移譲され、1985年に酪農専業へと経営転換
した後、濃厚飼料多給による高泌乳生産の高コスト経営に疑問をいだき、
1997年に放牧酪農へと転換した。現在、労働力は家族2.5人で、経産牛45
頭、育成牛19頭を年間200日放牧飼養している。
放牧酪農への転換で乳量が減少し、生乳販売額は大きく下がったが、
購入飼料費の削減や医療費の3割削減等により、収入に占める所得の
割合が47％、経産牛 1頭当たり31万円の所得を上げている。また、
省力管理や作業の効率化等により労働時間が減り、残った時間でチー
ズづくりに挑戦している。放牧地で牛が排せつするふん尿を草地の肥
料とするなど、資源循環型の放牧酪農経営を行っており、全国の中山
間地域や耕作放棄地での普及が期待されている。

北海道

八雲町

産物（茶）

下
しも

岡
おか

久
きゅう

五
ご

郎
ろう

氏 京都府宇
う

治
じ

田
た

原
わら

町
ちょう

蚕糸・地域
特産部門

「日本緑茶発祥の地」を標榜する宇治田原町は、茶業が基幹産業であり、
茶園面積は府内第 3位、荒茶生産量は府全体の12％を占めている。下岡
氏は1959年に就農後、栽培面積の拡大や機械導入等により作業効率化を
図るとともに、1～ 2茶種を生産する農家が大多数のなか、4茶種を生産
し、各ほ場の標高差と茶種の組合せによる摘採作業の分散化を行って
いる。
また、土壌診断等による施肥量の削減や、傾斜地における点滴施肥

技術の導入を地域に先駆けて行っているほか、防除技術の確立により
農薬散布回数を地域の慣行より3割削減している。
今後は、宇治茶全体の名声をさらに高めるため、町内で新たな集団

茶園の造成や後継者の確保だけでなく、京都府独自の新品種の普及、
新たな茶生産地である丹後地域の農家育成等にも大いに力を発揮する
ことが期待されている。

三重県

京都府

宇治田原町

滋賀県
兵庫県

資料：（財）日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

（左）2007年度（第46回）農林水産祭（2007年11月23日、
明治神宮会館にて）

（右）受賞者に贈られる天皇杯
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ト
ピ
ッ
ク
ス

三
み

上
かみ

博
ひろ

由
よし

氏農産部門　経営（麦）

北海道清里町において、夫妻を中心とした家族経営により29haの畑作経営を行
っている。小麦の単収が10ａ当たり799kgと地域平均（10ａ当たり584kg）を大き
く上回り、国産麦として最高水準を実現している。また、周辺農家
や普及指導センター等と連携して土づくりや生育コントロールを行
うなど、地域の農業に強い影響とリーダーシップを発揮しつつ、栽
培技術の向上と低コスト生産に向けた不断の努力を続けている。

2007年度内閣総理大臣賞受賞者

清里町

北海道

資料：（財）日本農林漁業振興会「栄えの受賞に輝く」

北海道清
きよ

里
さと

町
ちょう

ひまわり農
のう

業
ぎょう

協
きょう

同
どう

組
くみ

合
あい

バラ部
ぶ

会
かい

（代表　内
ない

藤
とう

嘉
よし

昭
あき

氏）園芸部門　経営（バラ）

1981年に設立された豊川市農協花き部会バラ支部を前身として、1993年に設立され、最新技術の先駆的
な導入や徹底した品質管理により、栽培面積20haで販売額14億円と、全国トップレベルの生産を誇ってい
る。同時にバラ 1本の平均単価が全国
平均より44％も高いなど非常に高い品
質を保っている。また、同部会には女
性活動組織「ローズメイト」が設立さ
れており、福祉施設へのバラ提供等で
地域にも貢献している。

豊川市
静岡県

岐阜県
長野県

愛知県

愛知県豊
とよ

川
かわ

市
し

有限会社　小
こ

林
ばやし

牧
ぼく

場
じょう

（代表　小
こ

林
ばやし

輝
てる

男
お

氏）畜産部門　経営（肉用牛肥育）

代表の小林氏は、1969年に両親を手伝う形で就農し、1985年に経営移譲
され、1991年に肉用牛肥育専業へ経営転換すると同時に、規模拡大を目指
して会社を設立した。現在、飼養頭数は1,300頭を超え、ワ
イン粕や豆腐粕等食品残さを飼料化（エコフィード）して有
効利用するとともに、生産情報公表JASの取得や、出荷肉の
3割を直販店で販売することにより、消費者に密着した牛肉
を生産供給している。

甲斐市

長野県

静岡県

山梨県

山梨県甲
か

斐
い

市
し

廣
ひろ

川
かわ

宏
ひろ

志
し

氏蚕糸・地域特産部門 産物（畳表）

1963年に就農し、1984年に父から経営を引き継いでいる。高品質な畳表
をつくるためには機械化が困難と考えられていたなか、機械や栽培技術の改
良により積極的な機械化を進め、規模拡大と高品質畳表の生
産を両立させている。廣川氏の生産する畳表は平均 1 枚
3,780円、高級品では全国平均（ 1枚1,350円程度）の10倍
の価格（13,500円）になることもあるが、自身が有する技
術を惜しむことなく地域や全国の生産者に伝えている。 福山市

岡山県

鳥取県

島根県

広島県

広島県福
ふく

山
やま

市
し

古
こ

座
ざ

川
がわ

ゆず平
ひら

井
い

の里
さと

（代表　新
しん

谷
たに

稜
りょう

助
すけ

氏）むらづくり部門

1985年に結成された加工グループを前身に、2004年に地区内83戸のうち62
人の参加を得て設立された。ゆずの生産・加工・販売を一元化させた六次産
業化に取り組み、収益を増加させるとともに女性の経営参画
も促しており、インターネットによる販売も含め、ゆず加工
品の販売額は1億円を超えている。雇用の場の確保により30
歳代以下の若者の定住促進が図られたほか、農業体験の受入
れや食農教育、高齢者の生きがいづくりにも取り組んでいる。 古座川町

奈良県

三重県

大阪府

和歌山県

和歌山県古
こ

座
ざ

川
がわ

町
ちょう



特　　集
―農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成―

第Ⅰ章

我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行

し、農業構造のぜい弱化が進んでおり、国内農業の体質強化や農村地域の活性化を図ること

が急務となっている。また、地球温暖化の進展に対応してその防止策や適応策を強力に推進

していくことが必要となっている。

本章では、これらの状況を踏まえ、まず、農業構造や農業経営の現状を展望し、米政策改

革や新たな経営所得安定対策の取組状況と見直しの経緯・内容、農地政策の展開方向等につ

いて記述するとともに、小規模農家、高齢農家を含めた多様な農業経営の発展と地域の活性

化に向けた課題を整理する。

次に、地球温暖化の状況や食料生産への影響を踏まえ、農林水産分野における地球環境政

策を紹介するとともに、生物多様性の保全やバイオマス利活用の加速化、「農地・水・環境

保全向上対策」の取組状況等について記述し、農村資源の活用・保全に向けた課題を整理する。

特　　集
―農業・農村の持続的な発展と循環型社会の形成―

第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化
第２節　地球環境対策と農村資源の保全・活用



（１）農業構造と農業経営の動向

（ぜい弱化が進行する我が国の農業）
我が国の農業は、耕地面積の減少や耕作放棄地の増加、農業従事者の減少・高齢化が進行
しており、農業構造のぜい弱化が進んでいる（表Ⅰ－１）。
また、我が国の農家１戸当たりの農地面積は、1.8ha（2006年）と約40年前の1965年

（1.1ha）から伸びてはいるものの、諸外国と比べた場合、EUの９分の１、米国の99分の１、
豪州の1,902分の１と大きな格差がある（表Ⅰ－２）。

（2006年の農業総産出額は8兆2,900億円）
我が国の農林水産業の産出額は、10兆3,291億円となっており、このうち農業総産出額＊１

は、1984年（11兆7,171億円）をピークに、需要が減少している米を中心に1985年以降大き
く減少し、2006年は８兆2,900億円となった（図Ⅰ－１）。これは1985年以降の生産量の減少
や、1990年以降の価格の下落が要因となっている＊２。また、品目別では畜産の産出額が最
も大きく、次いで野菜、米となっている。
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第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

資料：農林水産省「農林業センサス」、「耕地及び作付面積統計」 
　注：増減率は、1965年比で、1985年以降の農業就業人口及び基幹的農業従事者は、
　　　販売農家ベースの数値 

1965年 75 85 95 2005

耕地面積 
（万ha） 

総農家数 
（万戸） 

農業就業人口 
（万人） 

基幹的農業 
従事者（万人） 

65歳以上（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

増減率 
（％） 

600

566

1,151

894

― ― 

557

495

791

489

538

423

543

346

19.5

504

344

414

256

39.7

469

285

335

224

▲    7

▲  13

▲  31

▲  45

▲  10

▲  25

▲  53

▲  61

▲  16

▲  39

▲  64

▲  71

▲  22

▲  50

▲  71

▲  75

57.4

資料：農林水産省「農業構造動態調査」、米国農務省資料、欧州委 
　　員会資料、豪州農業資源経済局資料 
　注：日本の数値は、販売農家1戸当たりの経営耕地面積 

1.8ha

180.2ha

16.9ha

 3,423.8ha

― 

99倍 

9倍 

1,902倍 

日本 
（2006年） 

米国 
（2005年） 

EU 
（2005年） 

豪州 
（2004年） 

農家1戸当たり 
の農地面積 

日本との比較 

（我が国の農林水産業の産出額） （我が国の品目別の農業産出額） 

資料：農林水産省「生産農業所得統計」、「生産林業所得統計」、「漁業・養殖業生産統計」を基に農林水産省で作成　 
　注：農業は概算値、林業及び漁業は確定値 

農業　8兆2,900億円 
（80％） 

農林水産業 
産出額 

10兆3,291億円 
（100％） 

農業総産出額 
8兆2,900億円 
（100％） 

林業 
4,322億円 
（4％） 

漁業 
1兆6,069億円 
（16％） 

畜産 
23,531億円 
（28％） 

乳用牛 
7,441 
（ 9％） 

鶏 
6,509 
（ 8％） 豚 

4,980 
（ 6％） 

肉用牛 
4,601 
（ 6％） 

野菜 
20,574 
（25％） 

米 
18,146 
（22％） 

果実 
7,570 
（ 9％） 

花き 
4,016（ 5％） 

いも類 2,015（ 2％） 
麦類 1,461（ 2％） 
豆類 782（1％） 

その他  
（6％） 

表Ⅰ－ 1 耕地面積、農業就業人口等の推移 表Ⅰ－ 2 １戸当たり農地面積の国際比較

図Ⅰ－ 1 我が国の農業産出額等（2006年）

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　農林水産省「生産農業所得統計」、「農業物価統計」、「農林水産業生産指数」



（増加する耕作放棄地）

耕作放棄地面積は、38.6万haと埼玉県や滋賀県の面積とほぼ同じで、土地持ち非農家や自

給的農家の耕作放棄地＊１が増加している（図Ⅰ－２）。また、耕作放棄地面積が最も多いの

は中間農業地域であるが、耕作放棄地面積率＊２では山間農業地域が最も高くなっており、

また、都市的地域でも高い率となっている（図Ⅰ－３）。

（高齢化率が高いほど耕作放棄地面積率が高い傾向）

最近10年間の全国の耕作放棄地面積率は、６％（1995年）から10％（2005年）へと増加し

ている。また、高齢化が進むほど耕作放棄地面積率が増加する傾向にあり、特に中国地方で

は、その傾向が強くみられる（図Ⅰ－４）。
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第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

図Ⅰ－ 2 耕作放棄地面積の農家
形態別の推移（全国）

図Ⅰ－ 3 耕作放棄地面積の地域
類型別の推移（全国）

34.3

1995年 2000 05

24.4

3.9

9.3

6.7

4.5

5.4

13.4

8.7

6.8

資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：1）（　）の数値は、2005年の各地域における耕作放棄地面積率 
　　　2）2005年農林業センサスでは、農業地域類型区分を2000年調査時点 
　　　  の区分を利用して集計 

38.6

6.0

14.8

10.0

7.7

山間農業地域 
（14.7％） 

中間農業地域 
（12.6％） 

平地農業地域 
（5.6％） 

都市的地域 
（12.7％） 

0

5

10

15

20

25

30

35

40
万ha

3.3 3.3

3.2 3.4

5.5
7.7

4.1

7.9
8.3

16.2

38.6

資料：農林水産省「農林業センサス」 

1995年 2000 05

土地持ち 
非農家 

自給的農家 

副業的農家 

準主業農家 

主業農家 

24.4

34.3

13.3

5.6

7.8

4.1

3.6
0
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図Ⅰ－ 4 耕作放棄地面積率と高齢化率の関係（1995～2005年、農業地域別）

＊１　［用語の解説］を参照
＊２　耕作放棄地面積率＝耕作放棄地面積/（経営耕地面積＋耕作放棄地面積）×100



（規模拡大農家数は純増する一方、規模縮小農家数も増加）

近年、経営耕地が５ha以上層の農家数は純増しているが、５ha以上層から５ha未満層に

縮小した農家も増加する傾向にある（図Ⅰ－５）＊１。また、稲作単一経営農家について３層

に細分化してみたところ、５ha未満層や５～10ha層から上位の階層へ拡大する動きにある

一方で、10ha以上層や５～10ha層から下位の階層へ縮小する動きもあり、特に５～10ha層

でその数が大きい（図Ⅰ－６）。

（規模縮小の主な理由は、高齢化や単位面積当たり収益の低迷）

経営する農地の規模を拡大または縮小したことがある農家を対象に、その理由をアンケー

ト調査したところ､規模を拡大した農家は､農地を引き受けてほしいとの依頼を受けたとの回

答が最も多く、拡大する農地が隣接していた、技術進歩で生産効率が上がったという理由が

これに続いた（図Ⅰ－７）。一方、規模を縮小したことがある農家は、高齢化で労働投入量

が減少したこと、農産物価格や単位面積当たりの収益が低いことを理由とする回答が多かった。
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図Ⅰ－ 5 総農家数の経営耕地規模別動態
（都府県）

図Ⅰ－ 6 稲作単一経営農家の経営耕地
規模別動態（2000～05年､都府県）
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資料：農林水産省「農林業センサス」 
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資料：農林水産省「農林業センサス」を基に農林水産省で 
　　作成 
　注：2000～05年に存続した農家が対象 

図Ⅰ－ 7 経営規模を拡大・縮小した理由（複数回答）
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資料：農林水産省「経営する農地の拡大・縮小に関する意識・意向調査」（2008年1月実施） 
　注：土地利用型農業を営む全国の農業者モニター1,505人を対象として実施（回収率87.6％）。このうち、最近10年間に規模を拡大した751人 
　　と縮小した191人が対象 

＊１ 「平成18年度 食料・農業・農村の動向」のP98に記述された分析との連続性から、ここでは５haを境界線とした。
なお、P22の図Ⅰ－15が示すように、規模が５ha以上になると農家の総所得に占める農業所得の割合が過半となり、
農業所得の重要性が増す。



（規模が大きい農家を中心に、高齢化や収益の低迷で規模の維持は困難に）

このアンケート調査では､経営規模が縮小した主な要因として、｢経営主の高齢化」、「単位

面積当たり収益の低迷」、｢後継者の不在」といったことが明らかになった。そこで、稲作単

一経営農家について、統計的手法からも経営規模階層別にその関係を分析したところ、すべ

ての階層において「経営主の高齢化｣、「単位面積当たり販売額の低迷」、「後継者の不在」の

３要因は、規模縮小につながりやすいことが確認された（図Ⅰ－８）。各要因ごとに影響度

を比較すると、「経営主の高齢化｣、「単位面積当たり販売額の低迷」、「後継者の不在」の順

に、影響度が大きいことが示された＊１。

また､規模階層別では、作付面積が0.5ha未満層より、それ以上の規模階層を中心に、これ

ら３つの要因が影響を及ぼす傾向が認められた。

（規模拡大を目指す意欲ある農家に対する支援の充実が必要）

近年、経営主の高齢化はさらに進展しており、加えて、米販売額を左右する長期的な米価

下落や米消費量の減少、さらには後継者不足が顕在化しつつあり、農家の規模拡大に悪影響

を及ぼす条件が強まる傾向にある。

このようなことから、図Ⅰ－５でみたように、経営規模が５ha以上層の純増ペースは鈍

化してきたと考えられる。今後、規模拡大を目指す意欲ある農家に対し、経営の安定や人材

確保といった面での支援の充実が重要である。
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図Ⅰ－ 8 経営規模の縮小と主な要因の関係（2000～05年、規模階層別）
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資料：農林水産省「農林業センサス」（組替集計） 
　注：1）稲作単一経営農家について、2000～05年にかけて経営耕地を5％以上縮小した農家を1、その他の農家を0とする被説明変数を、質的 
　　　 選択モデル（プロビットモデル）によって回帰分析 
　　　2）説明変数は、経営規模を拡大・縮小した理由に関するアンケート調査結果（図Ⅰ－7参照）で明らかになった要因を参考に、「農林業 
　　　  センサス」の調査項目のなかから、経営主の高齢化、単位面積当たり販売額、後継者の不在の3つを採用した。分析の詳細については、 
　　　  P179の付注参照 

＊１　P179付注１．の（3）参照



（総所得では、準主業農家が主業農家を上回る状況）

主業農家の１戸当たり総所得（2006年）をみると、前年より1.7％増加して548万円、その

うち８割を農業所得が占めており、主業農家は市場価格の変動等の影響を受けやすい状況に

ある（図Ⅰ－９）。また、主業農家は、準主業農家に比べ、短期（１年以内）で返済が必要な負

債の割合が高くなっており、毎年安定した現金収入の確保が必要になっている（図Ⅰ－10）。

（水田農業では主業農家への生産の集中が低い）

水田農業では、農業産出額に占める主業農家の割合が４割と他部門に比べ低く、農家戸数

でもわずか１割と主業農家への生産の集中が低くなっている（図Ⅰ－11）。また、野菜や畜

産では規模拡大が進展しているが、水田農業では、依然として規模の小さい経営が多い＊１

など構造改革に立遅れがみられ、規模拡大が重要な課題となっている。
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図Ⅰ－10 農家の負債
（2006年、販売農家、主副業別）

図Ⅰ－ 9 農家の総所得の構成等
（2006年、販売農家、主副業別）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」、「農業構造 
　　動態調査」 
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」 
 

図Ⅰ－ 11 主な品目別にみた主副業別の割合（2005年）
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資料：農林水産省「農業経営統計調査（経営形態別経営統計）」、「農林業センサス」 
　注：1）農業産出額の主副業別シェアについては「農林業センサス」、「経営形態別経営統計（個別経営）」より推計 
　　　2）畑作には、麦類作、雑穀・いも類・豆類、工芸農作物を含む。 
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46.420.732.9

70.0 10.4 19.6
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＊１ 1965年と2006年の経営規模を比べると、酪農（乳用牛）で18.1倍、肉用牛で24.8倍、野菜（2005年）で7.2倍とな
っているが、水稲では1.7倍となっている。



（米価が長期的に低下するなか、一部農家の農業所得は増加）

水田作の個別経営＊１の総所得をみると、主業農家（468万円）は準主業農家（478万円）

や副業的農家（490万円）を下回っている。また、副業的農家の総所得に占める農業所得の

割合は、３％にすぎない（図Ⅰ－12）。

一方、水田作経営（主業農家）の農業所得は、米価の長期的低下の影響を受け、全体的に

減少しているが、規模拡大や経営の多角化等により農業所得が増加した農家もみられる（図

Ⅰ－13、14）。
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図Ⅰ－ 12 水田作の個別経営の総所得の
構成等（2006年、主副業別）

図Ⅰ－13 同一農家（水田作経営）
における総所得の推移
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　注：集計対象は1995年に主業農家であった114経営体。総所得は各調査 
　　年の経営体の総和平均で集計 
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資料：（財）全国米穀取引・価格形成センター調べ（2008年3月26日現在） 
　注：1）価格には包装代（紙袋）、消費税等を含む。 
　　　2）加重平均のウェイトは1990～2005年までは銘柄ごとの落札数量。2006年以降は銘柄ごとの前年産検査数量 
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＊１　稲、麦等の水田で作付けした作物の販売収入が、他の営農類型の販売収入と比べ最も多い農家のこと



（水田作の個別経営では、10ha以上層から農業所得が平均500万円超）

水田農業をはじめ土地利用型農業は、他部門に比べ規模拡大のテンポが緩やかである。水

稲作付農家の場合、水田作付延べ面積５ha以上層の農家は２％にすぎず、３ha未満層が９

割以上を占めるが、規模が大きくなるほど経営主の平均年齢が若くなっている。また、５

ha以上層から農業所得が過半を占め､10ha以上層で農業所得が500万円を超え､20ha以上層で

１千万円を超えている（図Ⅰ－15）。

10ａ当たり農業所得（土地生産性）をみると、規模拡大に伴って増加し、５～７ha層で

ピークとなるが、７ha以上層では緩やかに低減する傾向にある。これは、規模拡大に伴い、

①米に比べ労働生産性は高いが、土地生産性が低い麦類・豆類等の作付割合がふえること＊１、

②経営規模が小さい階層では土地生産性の高い野菜作収入の割合が高い傾向にあるなどの要

因が考えられる。

一方、家族農業労働１時間当たり農業所得（労働生産性）は、規模拡大に伴い大きく向上

し、20ha以上層では全国平均の６倍の水準となっている。これは、大規模層では大型・高

性能の機械を導入しつつ労働時間を減少させ、少人数で経営の効率化を図っていることが主

な要因になっていると考えられる。

水田作の個別経営では、規模拡大により、土地生産性を低下させても労働生産性を向上さ

せることで、１戸当たりの農業所得を伸ばすことにつながっていると考えられる。
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図Ⅰ－15 水田作の個別経営における総所得の構成等（2006年、水田作付延べ面積規模別）

資料：農林水産省「農業経営統計調査（個別経営の営農類型別統計）」、「農林業センサス」 
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＊１ ５～７ha層から麦類・豆類の作付割合がふえ、20ha以上層では、米の作付けが５割に低下する一方、麦類が３割、
豆類が２割となっている。



（水田作の個別経営の農業所得と、米の生産費は地域別に大きな差異）

これを地域別にみると、１戸当たり農業所得は経営耕地面積の大きい北海道が高い一方、

規模階層別では７ha以上層を境に地域差が大きくなり、10～15ha層では、北陸地方の農業

所得は北海道の約1.5倍と高くなっている＊１。

また、米の10ａ当たり生産費では、北海道や東北で低く、近畿、中国、四国で高い傾向に

あり、地域によって大きな差がみられる＊２。

（作付面積が大きいほど農業生産は効率化する傾向）

一方、農業地域類型別では、平地農業地域でも中山間農業地域（中間農業地域と山間農業

地域）でも、米の作付面積が大きいほど、10ａ当たりの生産費は低く、稲作所得が高い傾向

にある（図Ⅰ－16）。

しかしながら、作付面積が0.5ha未満と0.5～1.0haといった小規模階層において、中山間農

業地域は平地農業地域に比べて生産費や稲作所得の差が大きく、0.5ha未満層では中山間農

業地域の稲作所得がマイナスになっているなど、中山間農業地域の多くの農家が生産費や所

得の面で平地農業地域に比べて不利な条件にあることがうかがわれる。

このような状況を踏まえ、水田を維持し、農業の多面的機能を発揮させるため、将来にわ

たって農業生産活動を継続的に実施できるようにする取組が重要である。
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図Ⅰ－ 16 米販売農家の10ａ当たり全算入生産費と稲作所得（2006年、規模別、地域類型別）

○作付面積 
○標本数 
　平地/中山間 
○ほ場枚数（枚） 
　平地/中山間 
○ほ場面積（a /枚） 
　平地/中山間 

0.5ha未満 
41/75 
 

3.0/3.7 
 

12.0/9.3

0.5～1.0 
89/63 
 

5.5/5.9 
 

13.7/12.0

1.0～3.0 
139/99 
 

8.9/10.4 
 

18.3/15.6

3.0～5.0 
46/21 
 

17.1/18.8 
 

22.2/19.3

5.0ha以上 
106/34 
 

30.1/36.0 
 

28.6/21.0

万円/10 a

万円/10 a

22

20

18

16

14

12

10

5

4

3

2

1

0

－1

3.7
4.84.5

3.33.3

1.62.1
0.9

－0.9

4.3

中山間農業地域の全算入生産費（全国平均：作付規模1.0ha､生産費15.3万円/10 a） 

平地農業地域の全算入生産費 
（全国平均：作付規模1.5ha、生産費13.5万円/10 a） 

中山間農業地域の稲作所得 
（全国平均所得2.4万円/10 a） 

平地農業地域の稲作所得 
（全国平均所得3.5万円/10 a） 

12.7

11.4

14.2
14.2

16.6

17.9

21.0

17.5

10.4
10.7

資料：農林水産省「農業経営統計調査（米生産費統計）」（組替集計） 

＊１ 10～15ha層の農業所得は、北陸地方で734万円、北海道では497万円（農林水産省「平成18年 農業経営統計調査
（個別経営の営農類型別統計）」）

＊２　農林水産省「平成18年産 農業経営統計調査（米生産費統計）」



（２）米政策改革の取組 ―米価の下落とその対応―

（2007年産の米価下落に対応し、米緊急対策を実施）

主食用水稲作付面積は、2004年以降年々減少しているが、主食用米の需要量の減少に伴う

生産目標数量の減少に見合うほどには作付面積が減少しなかった。

このため、2007年産については、約７万haの過剰作付けにより主食用の需要予測を21万

ｔ上回った。このように、①米の消費量が年々減少するなかで生産調整の実効性が確保でき

ていないこと、②主たる売り手である全国農業協同組合連合会（全農）が概算金の取扱いを

見直したこと、③過当競争に陥りがちな流通業界の構造であること、④消費者の米の購入動

向として、低価格米への志向が強まっていること等から、当初、米の価格は大きく下落し、

2007年10月には、前年産同時期と比較すると、一部の銘柄を除き、主な銘柄で約７～11％安

の水準となった。

このような2007年の特殊な状況にかんがみ、2007年10月に「米緊急対策」が決定され、そ

の具体的取組により価格の大幅な下落に歯止めがかかった。

（生産調整の実効性確保に向け、生産調整の進め方を見直し）

また、米価の安定を図るため、需給調整の実効性を確保する観点から、食糧法に基づく基

本的枠組みは維持しつつ、生産調整の進め方が見直された（図Ⅰ－17）。
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図Ⅰ－17 「米緊急対策」と「生産調整の進め方の見直し」のポイント

◆「米緊急対策」◆
① 政府は、備蓄水準を適正水準（100万 t ）まで積み増すこととし、34万 t を2007年に買入れ、
備蓄米の市場への放出は、当面、原則として抑制。
② 全農は、2006年産うるち米の販売残相当量について、非主食用（飼料）へ処理することとし、
政府が全農へ応分の助成を用意。
③ 2008年産の生産調整は､主食用米の需給バランスが確保できるよう､農協系統と行政が適切に
連携して、全都道府県・全地域で目標を達成できるよう全力をあげる。

◆「生産調整の進め方の見直し」◆
① 行政、農協系統、集荷・販売業界等の関係者がそれぞれ及び相互に連携して、生産調整目標
を達成するために全力をあげ、必要な場合には、関係機関との間で生産調整目標達成合意書の
締結を行う。
② 都道府県別の生産調整目標を適切に設定するため、産地づくり交付金の一部を活用した都道
府県間調整の仕組みの導入。
③　飼料用米、バイオエタノール米等「新規需要米」を生産調整にカウントする方式の導入。
④　産地づくり交付金等に加え､新たな生産調整の拡大に対するメリット対策として､
ア）麦・大豆・飼料作物等に作付転換した場合の支援として、地域協議会との 5 年契約を前提
に 5万円/10ａ（2007年産未達成者は 3万円/10ａ）

イ）飼料用米、バイオエタノール米等の非主食用米の低コスト生産技術の確立に対する支援と
して、地域協議会との 3年契約を前提に 5万円/10ａ

の緊急一時金を支払う「地域水田農業活性化緊急対策」を導入。
⑤　生産調整の目標配分、作付け、収穫の各段階で目標達成に向けた取組を強化。

資料：農林水産省作成



（産地づくり交付金の活用による生産調整の推進）

米政策改革推進のための対策として導入されている産地づくり対策では、地域の生産や販

売戦略等の産地づくり、担い手育成等の設計図ともいうべき「地域水田農業ビジョン」を策

定することとされており、2007年度は1,585の地域水田農業推進協議会（地域協議会）で策

定された＊１。

地域での産地づくり交付金の活用方法は、地域が主体的に設定できるようになっている

（図Ⅰ－18）。このため、各地域では創意工夫したビジョンに基づき、産地づくり交付金を活

用して様々な取組が行われており、この交付金を活用して生産調整の的確な実施が図られて

いる（表Ⅰ－３）。
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図Ⅰ－18 産地づくり交付金の活用状況（複数回答）

資料：農林水産省作成 
　注：数字は、各地域協議会がどの項目で産地づくり交付金を活用したかの割合 
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表Ⅰ－ 3 産地づくり交付金の活用による成果事例

取組区分 

＜そばの生産と地産地消の振興及び担い手育成の重点化＞ 

○担い手の育成 
・そば・麦・大豆・飼料作物　 
　3万円/10 a 
 
○そばの出荷　100円/kg

○担い手へ農地利用権設定助成 
　（地権者への助成） 
　3年以上5年未満　 2万円/10 a 
　 5年以上     3万円/10 a 
○麦・大豆等の振興（3 ha以上 
　の団地） 5万1千円/10 a 
○麦・大豆等の担い手加算 
　4千円/10 a

○担い手への農地集積 
　713ha → 1,365ha 
○担い手の増加 
　認定農業者等 
　　133戸 → 217戸 
　集落営農組合 
　　1組合 → 11組合 

○担い手への農地集積 
　1,500ha 
○担い手数 
　認定農業者等　285戸 
　 
　集落営農組合　15組合 

○集落営農設立助成　 
　2千円/10 a 
○集団の振興作物 
・麦　　　　5万円/10 a 
・飼料作物　4万5千円/10 a 
・大豆　　　5万円/10 a

○集落営農の設立 
　0組織 → 17組織 
○集団の稲WCSの生産拡大 
　45ha → 66ha

○集落営農の法人化 
　17組織 
○集団の稲WCSの面積 
　100ha

○そばの生産拡大 
　0 ha → 72ha 
○担い手の増加と農地集積シェア 
　46 → 97、39％ → 62％ 
○市内そば店に供給、独自の 
　認定制度、そば焼酎開発 

○そば作付面積　85ha 
 
○担い手数　120 
○担い手農地集積シェア 
　80％ 

＜団地化等による麦・大豆等の振興と担い手の育成＞ 

＜集落営農の組織化と麦・飼料作物（稲WCS（ホールクロップサイレージ））・大豆の生産拡大＞ 

米以外の作物 
の生産振興 

農地の流動化 
等への助成 

組織化・ 
法人化 

取組の内容 
（2006年度） 

取組の成果 
（2003→06） 

取組の目標 
（2010） 

資料：農林水産省調べ 

＊１　市町村合併等により地域協議会の範囲が変更されるなど、地域協議会は2005年に比べて487減少
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米政策の経緯と現状
（米政策には大きく二つの時期）

米政策の時期は大きく二つに分けることができる。一つは、食糧管理法のもと、国による全
量管理を基本とした1942～95年の約50年間である。もう一つは、「主要食糧の需給及び価格の
安定に関する法律」（主要食糧法）のもと、民間主導の仕組みが導入された1995年以降である。

（過剰米問題の深刻化により生産調整を開始）

食糧管理法のもとでは、政府への売渡義務や厳格な流通規制等、国による全量管理を基本と
して、戦中戦後の食糧難に際し、米の需給と価格の安定、国民生活の安定に大きな役割を果た
してきた。しかしながら、1960年代に入ると米の消費量が1962年にピークを迎える一方、生
産量は生産性の向上等により1967年から3年連続で1,400万ｔを超える豊作となるなど、大幅
な生産過剰基調となり、政府米在庫量も増大したため、1971年から本格的に生産調整が開始
された。

（自主流通米について市場原理が活かされるよう入札取引を開始）

その後、国民の食生活の向上に伴う良質米志向の高まりを背景に、食糧管理の運営では、民
間流通の長所を活かし、政府を通さない米の流通を可能とする自主流通米制度が1969年に開
始され、その価格決定は、集荷業者と卸売業者からなる協議会による値決め方式がとられた。
1988年には自主流通米が米流通の過半を超える状況となるなか、農業者・農業者団体からも
市場実勢を的確に反映した国民にわかりやすい価格形成や流通の思いきった弾力化が求められ
た。このような意見を踏まえ、銘柄ごとの需給動向や品質を価格に反映させる観点から、
1990年に自主流通米価格形成機構が設立され、入札取引が開始された。また、数次にわたる
流通改善が実施され、集荷・販売業者の新規参入等が実施された。
このように、食糧管理制度は、農業者・農業者団体からの要請も踏まえ、消費者ニーズを的

確に反映した価格形成や米流通における競争条件の一層の導入を図り、実情に合わせながら運
営を変化させてきた。

米の全体需給等の動向

資料：農林水産省「食料需給表」、「耕地及び作付面積統計」、農林水産省調べ 
　注：1）政府米在庫量は外国産米を除いたもの。各年の10月末現在で2003年以降は6月末現在 
　　　2）米の総需要量は、1993年以降は国産米消費仕向量 

1960年 64 68 72 76 80 84 88 92 96 2000 04 07

77
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（食糧管理法から主要食糧法へ、民間主導の仕組みへ移行）

1993年産米の未曾有の不作に伴う緊急輸入の実施や、ウルグアイ・ラウンド（UR）農業合
意によるミニマム・アクセス＊１の受入れという新たな国際的規律への対応が必要となったこ
とを契機に、1995年に食糧管理法が廃止され、新たに主要食糧法が制定された。
主要食糧法のもと、米の流通は、民間流通を基本に厳格な流通規制が緩和され、政府の役割

は、備蓄とミニマム・アクセスの運営に限定された。また、入札を通じて米取引の指標となる
適正な価格形成を図るため、自主流通米価格形成センターが法律に位置付けられ、これまでの
国による全量管理から民間主導の仕組みへと大きく移行された。

（需要に応じた米づくりを目指し、米政策改革を開始）

一方、その後も米の消費は減少し続け、生産調整の取組についての閉塞感も募ったため、消
費者、農業者・農業団体、学識者、行政により1年をかけて議論が行われた。その結果、水田
農業経営の安定・発展、水田の利活用の促進等を通じた自給率向上施策への重点化・集中化を
図るなどの観点から、2004年より米政策改革が実施された。また、流通については食糧法改
正により計画流通制度が廃止され、原則、流通規制が撤廃された。

（米政策改革のポイントは、農業者や地域の主体的判断と創意工夫）

この改革では、農業者や地域の主体的判断と創意工夫により、消費者重視、市場重視の需要
への対応を通じて水田農業経営の安定と発展を図ることを目的とし、2004年より改革の第1
ステージとして、国が一律的に転作面積を配分する方式から、販売実績を基礎としてつくる
数量を配分する方式に転換された。
また、第2ステージとして､2007年産から国等から提供される需給に関する情報や市場シグ

ナルを基に、農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移行された。その後、
2008年産の生産調整の実効性を確保する観点から、前述のとおり進め方の見直しが行われた。

米政策の変遷

法
制
度
 

資料：農林水産省作成 

食糧管理法（1942～95年） 主要食糧法（1995年～） 

国の 
役割 

○国による米の全量管理 
　（政府への売渡義務） 

○厳格な流通規制 

○政府買入価格を決定 
価格 
形成 

流通 
シス 
テム 

○国の役割は備蓄運営 
　に限定 

○計画流通制度 
　（厳格な流通規 
　　制の緩和） 

○自主米価格形成 
　センターで入札 
　による価格形成 

○備蓄を適正水準にするための 
　備蓄運営ルールを導入（1998年） 
　（政府の買入数量と売渡数量が連動） 

○自主米価格形成センター 
　の値幅制限の廃止（1998年） 

計画流通制度の廃止 

コメ価格センター 

運用改善 

○国の管理外の 
　自主流通米 
　制度を導入（1969年） 
○生産調整の 
　開始（1971年） 
○自主流通米価格形成 
　の場の創設（1990年） 

過剰の発生 
巨額の財政 
負担による 
過 剰 処 理 
を契機 

生産調整 
の運用 

国による転作面積 
（ネガ面積）配分 

全国一律の要件・単価 
による助成 

大不作と 
URの合意 
を契機 

（1993年） 

食糧法 
改正 

（2004年） 

米政策 
改革 

スタート 
（2004年） 

改革の 
第2 

ステージ 
（2007年） 同左 

同左 
国による生産数 
量（ポジ数量） 
配分 

農業者・農業 
者団体主体の 
需給調整 

地域の創意工夫 
による助成 
（産地づくり対策） 

同左 

＊１　［用語の解説］を参照



（３）新たな経営所得安定対策の取組

ア　対策の実施状況
（2007年産の加入申請は、全国で72,431経営体）

新たな経営所得安定対策＊１は、我が国農業の構造改革を加速化し、食料の安定供給と地

域の維持・発展を図ること、WTOの国際規律にも対応し得ることを目的に、構造改革が遅

れている水田農業の米をはじめ、麦（小麦、二条大麦、六条大麦、裸麦の４麦）、大豆、て

ん菜、でん粉原料用ばれいしょの土地利用型農業を対象に、2007年産より導入された。

2007年産では、全国で72,431経営体から申請があり、そのうち認定農業者＊２は67,045経営

体、集落営農＊３組織は5,386経営体となっている＊４（表Ⅰ－４）。また、認定農業者が米等の

単一品目での加入が５割を占める一方、集落営農組織は、米、麦、大豆を組み合わせた多品

目での加入が７割を占める（図Ⅰ－19）。

なお、2008年産の秋まき麦の加入申請状況（2007年９月）は、27,753経営体が申請し､前

年産と同程度（53経営体の増加）となった。

（申請経営体の2007年産作付計画面積は、ほぼ目標を達成）

2007年産の加入申請を行った経営体の作付計画面積は、米は2006年産の担い手経営安定対

策加入面積（20万１千ha）を上回り、「稲作所得基盤確保対策＊５加入面積の２分の１」とい

う当面の目標を達成している。また、米以外の畑作４品目は、これまで品目別に支援対象と

してきた面積のほぼ同水準となっている（表Ⅰ－５）。

＊１、２、３ ［用語の解説］を参照
＊２ 認定農業者は2007年12月末で237,370経営体となり、2002年（５年前）に比べ42％増加
＊４ 集落営農参加農家戸数を含め試算（集落営農１組織当たり農家戸数は平均41戸）すると約22万戸で､認定農業者を
加え29万戸。このほかに法人化した集落営農組織の構成員が相当程度存在すると考えられる。

＊５　米の価格が基準価格を下回った際に一定額が補てんされ、生産調整を行うすべての農家が加入できる制度28
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図Ⅰ－19 取組品目別の経営体数の割合表Ⅰ－ 4 加入申請経営体数

資料：農林水産省調べ 

　　　経営形態 

　　　　合計 

認定農業者 

　うち個人 

　うち法人 

集落営農組織 

　うち特定農業団体 

　うち準ずる組織 

経営体数 

72,431 

67,045 

63,415 

3,630 

5,386 

1,696 

3,690

全体に占める割合 

100.0％ 

92.6％ 

87.6％ 

5.0％ 

7.4％ 

2.3％ 

5.1％ 
資料：農林水産省調べ 

その他 0.4

米のみ 

麦または 
大豆のみ 

米、麦、大豆 
のうち 
いずれか2品目 

13.9

45.6

2.8

45.8

23.1

10.0

16.3

25.3

16.8

米、麦、大豆の 
 3品目 

内側： 
認定農業者 
外側： 

集落営農組織 
（単位：％） 

表Ⅰ－ 5 2007年作付計画面積と品目別カバー率

資料：農林水産省調べ 
　注：カバー率とは、米は2006年産稲作所得基盤確保対策の加入面積（752,047ha）、4麦は2006年産民間流通麦の作付面積（259,742ha）、大豆は2006年産 
　　大豆交付金対象面積（99,156ha）、てん菜は2007年産作付指標面積（68,000ha）、でん粉原料用ばれいしょは2007年産作付指標面積（22,400ha）に対す 
　　る作付計画面積の割合 

（単位：ha） 

 

認定農業者 

集落営農組織 

合　　計 

品目別カバー率 

米 

330,538 

106,331 

436,869 

58.1％ 

4 麦 

187,293 

66,567 

253,860 

97.7％ 

大豆 

70,353 

39,721 

110,073 

111.0％ 

てん菜 

65,963 

63 

66,027 

97.1％ 

でん粉原料用ばれいしょ 

22,189 

2 

22,191 

99.1％ 



（経営規模の要件には、物理的特例、所得特例等の様々な特例を措置）

新たな経営所得安定対策は、中山間地域等の規模拡大が物理的に困難な地域、地域の生産

調整面積の過半を受託する組織、相当水準の所得を確保する複合経営等について、経営規模

に関して要件が緩和される特例が設けられ、小規模農家も含めた多様な主体が参加できる仕

組みとなっている（図Ⅰ－20）。

（西日本で特例の活用割合が高い傾向）

このような特例の活用状況は、全国

で13％であるが、西日本での活用割合

が高い傾向がある（図Ⅰ－21）。

これは、認定農業者の活用割合が

12％程度であるのに対し、集落営農組

織の活用割合が33％と高いことから、

近畿や中国等の条件不利地域で、農地

が少ない集落で活用されたのではない

かと推測される。また、畜産等が盛ん

な九州では、所得に関する特例を活用

するなど地域の実態に即した活用がな

されたこともあげられる。

第１節　農業の体質強化と農村地域の活性化

図Ⅰ－20 新たな経営所得安定対策の経営規模の要件

中山間地域 
生産調整 

複合経営等 

物理的特例 

●認定農業者 
　都府県：4 ha 
　北海道：10ha

●一定の条件を 
　備える集落営 
　農組織：20ha

基本原則 

①　農業所得が基本構想の半分を超え、 
②　対象品目の収入、所得または経営規模の 
　いずれかがおおむね1/3（27％）以上の場合 

所得確保の場合の特例 

経営面積が小さい場合でも農業で 
相当の所得を得ている経営は対象 

○経営規模の特例については、都道府県知事からの申請に基づき国が特例基準を設定 
○設定された特例基準は原則3年間固定 
資料：農林水産省作成 

20ha×生産調整率（その地域で米を作付けていない面積の割合）まで 
（7 haを下限） 
〔中山間地域は20ha×生産調整率×5/8まで（4 haを下限）〕 

地域の生産調整面積の過半を受託し、生産調整 
の推進に貢献している組織は面積規模を緩和 

生産調整組織の場合の特例 

基本原則のおおむね8割 
●認定農業者　北海道：6.4haまで　都府県：2.6haまで 
●集落営農　12.8haまで（中山間：10haまで） 

集落の農地が少ない地域は 
面積規模を緩和 

農地が少ない場合の特例 

資料：農林水産省作成 
　注：特例の活用割合とは、申請経営体数に占める特例適用申請数 

80～100％ 

60～80％未満 

40～60％未満 

20～40％未満 

０～20％未満 

（凡例） 

図Ⅰ－21 都道府県別の特例の活用割合（2007年産）
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イ　対策の見直し
（生産現場から様々な意見）
新たな経営所得安定対策の実施に当たっては、実際の生産現場では制度に関する普及・浸
透が十分ではなかったことや､農政改革三対策＊１が同時にスタートしたことから、現場で各
対策が混同されがちであったこと等により､様々な誤解が生じたり、多くの不安や不満の声
が出された。
具体的には、①現行の加入要件では地域の実情に合っていない、②集落営農の運営に不安
が多い、③交付金の支払いが遅い、④事務手続きが大変等が指摘された。このため、土地利
用型農業の体質強化という基本は維持しつつ、より一層地域の実態に即したものになるよう、
加入要件、支援策、手続き等の見直しが行われた。
（対策の一部見直しにより、地域の実態に即した取組を推進）
具体的な見直し内容は、①名称の変更による誤解の解消、②面積要件の見直し（市町村特
認制度の創設）、③認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化、④集落営農組織の法人化等の指
導の弾力化、⑤先進的な小麦等産地の振興、⑥収入減少影響緩和対策の充実、⑦農業者への
支払いの一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化等である（図Ⅰ－22）。
見直し内容の十分な周知を図ったうえで、高齢者や小規模農家も安心して農業に取り組め
る環境を目指しつつ、引き続き意欲と能力のある農家の体質強化に向けて取組を進めていく
ことが重要である。

30
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図Ⅰ－22 新たな経営所得安定対策の見直しのポイント　

＜名称の変更＞
○（旧）品目横断的経営安定対策　→　（新）水田・畑作経営所得安定対策（北海道向け）

水田経営所得安定対策（都府県向け）
＜面積要件の見直し（市町村特認制度の創設）＞
○ 物理的特例や所得特例等の既存の各種特例を活用しても本対策に加入できない者であっても、
地域農業の担い手として周囲からも認められ、熱意をもって営農に取り組む者であれば、本対
策への加入の道が開かれるよう、市町村特認制度を創設。
＜認定農業者の年齢制限の廃止・弾力化＞
○ 市町村が独自の判断基準として認定農業者の要件に年齢制限を設けている場合、意欲ある高
齢農業者が排除されないよう年齢制限の廃止または弾力的な運用を指導。
＜集落営農組織の法人化等の指導の弾力化＞
○ 集落営農組織は、実態として多様な形態や段階にあるため、その法人化や主たる従事者の所
得目標等の要件にかかる現場での指導は、組織の実態等を踏まえ画一的なものや行き過ぎたも
のとならないよう要領等で明記。
＜先進的な小麦等産地の振興＞
○　近年、単収向上が著しい先進的な小麦産地やてん菜産地の安定生産を支援。
＜収入減少影響緩和対策の充実＞
○ 2007年産において10％を超える収入減少があった場合には、その10％を超える部分について、
農家の積立金拠出なしに国の負担分の補てんが行われるよう特別に措置。2008年産以降は、農
家の選択により、10％を超える収入減少に備えた積立金拠出が行える仕組みを整備。
＜農家への支払いの一本化、申請書類の削減・簡素化、申請時期の集中化＞
○ 農家への支払いは、農協系統が必要に応じて従来どおり立替払いを実施することで農家にま
とまった額の支払いを可能とし、立替払いが円滑に行われるよう国は交付金について交付時期
を前倒し。
○　提出書類の大幅削減・簡素化、申請時期を一定時期に集中化。

資料：農林水産省作成

＊１ 農政改革三対策とは、米政策改革推進対策、経営所得安定対策、農地・水・環境保全向上対策のこと




